
          
 

 

 

 

  
まん延防止等重点措置期間：８/２(月)～９/12(日) 

手洗い、マスク着用、人との距離を取る 
  
○ 不要不急の外出や移動を控えてください 
  → 通院、食料･医薬品･生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など､ 

生活や健康の維持のために必要な場合を除き、外出や移動を控えてください 

なお、必要な外出等であっても、少人数で混雑を避けてください。 

 

○ 札幌市･石狩地域･小樽市･旭川市との 

不要不急の往来を控えてください 
    

○ 不要不急の都道府県間の移動を極力控えてください   
 

○ ｢黙食 ～食事は静かに､会話はマスク～ ｣を実践してください 
→ 会話時はマスク着用､４人以内など少人数､短時間で､深酒をせず､大声を出さない 

 

○ 感染防止対策が徹底されている飲食店等を利用してください  
感染防止対策にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます｡  
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  北海道檜山振興局長   槇   信 彦 

【８月18日版】 

檜山地域にお住まいのみなさまへ 新型コロナウイルス感染症対策 

 飲食の際は 基本行動 

｢まん延防止等重点措置｣の措置区域に旭川市が追加され､併せて措置期間が延長されます｡ 

デルタ株への置き換わりが進み、道南地域でも感染者が急増しています｡ 

お盆休みや夏休み中の移動の増加等により､今後は檜山地域でも感染拡大が懸念されます｡ 

皆様には､これまで以上に警戒感を高く持ち､感染回避行動の徹底をお願いします｡ 


